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『環境技術実証モデル事業』に関するフォローアップ調査

（修正版） 

（申請企業向け調査） 
 
 

集計結果 報告 （詳細版） 

 
 
 
 
 

回収状況 
・ 発送：４０件 
・ 回収：２９件 
・ 実証対象技術分野：下図のとおり 
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酸化エチレン処理技術分野（1）
小規模事業場向け有機性排水処理技術分野

（18）
山岳トイレ分野（5）

化学物質に関する簡易モニタリング技術分野
（1）

ヒートアイランド対策技術分野（3）

VOC処理技術分野（2）
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Ａ．貴社が環境技術実証モデル事業（以下、「モデル事業」）へ参画した背景と、その効果につ

いてお伺いします。 
 
Q-1 貴社が、モデル事業に実証を申請した理由・目的はどのようなことですか。また、モデル

事業に何を期待しましたか。できるだけ具体的にご記入ください。 

【主な内容】 
◆ 理由・目的 
・ 技術の信用性を向上するため 
・ 公的機関による処理能力、機能の実証 
・ 県の指示による 
◆ 期待 
・ 第三者による客観的データの収集 
・ 商品の PR及び拡販 
・ 自社認知度の向上 
・ 客観データから装置の特徴、課題を再認識し、一層の技術改良につなげていく 
・ 環境省ホームページに掲載されることによる信頼度上昇 
・ ヒートアイランド対策としての、エアコンでのガイドラインの策定 
・ EOG除外装置の取付の義務化を推進 

 
 
Q-2 貴社では、モデル事業に申請し、実証されたことで、期待通りの成果が得られましたか。 

37.9%

48.3%

10.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期待通りに、十分な成果を得ることができた
(11)

期待通りではないが、ほぼ成果を得ることが
できた (14)

期待通りではなく、十分な成果が得られたと
は言えない (3)

成果があったとも無かったとも言えない・わか
らない (1)

無回答 (0)

（本年度） 

35.7%

42.9%

7.1%

7.1%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100

%

期待通りに、十分な成果を得ることができた (5)

期待通りではないが、ほぼ成果を得ることができ

た (6)
期待通りではなく、十分な成果が得られたとは言

えない (1)
成果があったとも無かったとも言えない・わからな

い (1)

無回答 (1)

（昨年度） 
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【理由：主な内容】 
◆ 「期待通りに十分な成果を得ることができた」と回答 
・ 性能のよさが証明された 
・ 新聞などのメディアに掲載され、多数の問い合わせが来た。 
◆ 「期待通りではないがほぼ成果を得ることができた」と回答 
・ 取引先から問い合わせが来ている 
◆ 「期待通りではく、十分な成果が得られたとはいない」と回答 
・ 実験期間が厳冬期を挟んだ 9月から 3月となり、生物処理の最も浄化能力が高い夏季のデー
タがとれなかった 

・ 販促には結びつきにくかった 

 
 

Q-3 貴社では、モデル事業で実証を行った技術又はその関連製品について、売上向上の実

績または見込みがあるでしょうか。 

3.4%

20.7%

10.3%

17.2%

48.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前年同期と比べて２倍以上の売上向上の実
績または見込みがある (1)

前年同期と比べて１．５～２倍の売上向上の
実績または見込みがある (6)

前年同期と比べて１～１．５倍の売上向上の
実績または見込みがある (3)

売上向上の実績または見込みはない (5)

売上への影響があったとも無かったともいえ
ない・現段階ではわからない (14)

無回答 (0)

（本年度） 

【理由：主な内容】 
・ 現段階では引き合いはない 
・ これからの PR活動が重要だと思っている 
・ 売上向上を実感している 
・ 2-3年後には大きな期待 
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Q-4 貴社では、モデル事業で実証を行ったことで、営業や技術開発等の貴社の活動全般に

どの程度の効果がありましたか。 

17.2%

55.2%

13.8%

10.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いに効果があった (5)

ある程度効果があった
(16)

あまり効果はなかった
(4)

ほとんど効果はなかった
(3)

まったく効果はなかった
(0)

わからない (1)

無回答 (0)

（本年度） 

28.6%

42.9%

7.1%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大いに効果があった (4)

ある程度効果があった

(6)
あまり効果はなかった

(0)
ほとんど効果はなかった

(1)
まったく効果はなかった

(0)

わからない (3)

無回答 (0)

（昨年度） 

【効果：主な内容】 
・ 従来からの顧客からの信頼度が向上した。 
・ 公的機関での実証データを使って営業展開できるようになった。 
・ 営業力のない弱小企業であるが、全国的な知名度を得ることができた。 
・ 問い合わせは増えたが、実績にはつながらなかった。 
・ 問い合わせがあまりない 
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Q-5 貴社が、モデル事業への申請や試験の実施等に要した費用（自社で最終的に負担した

額）はいくらくらいですか。 

 

酸化エチレン処理技術分野：            平均 67.0万円 （最高 67万円） 

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野： 平均 242.3万円 （最高 1210万円） 

山岳トイレ分野：                    平均 279.5万円 （最高 750万円） 

化学物質に関する簡易モニタリング技術分野  平均 550.0万円 （最高 550万円） 

ヒートアイランド対策技術分野            平均 134.5万円 （最高 180万円） 

VOC処理技術分野                  平均 24.0万円 （最高 28万円） 

     注）化学物質簡易モニタリング技術分野については、１キットあたりに要した費用は平均

150万円であった。 

 

Q-6 貴社では、モデル事業により得られた実証結果を、技術の販売や営業活動等にどのよう

に活用していますか、あるいは今後、どのように活用していきますか。できるだけ具体的

にご記入ください。 

【主な内容】 
・ 実証結果報告書を客先へ配布するなど営業利用 
・ 自社カタログやホームページなどに掲載 
・ パンフレット及びパネル（展示用）を製作しイベントや展示会で PR活動を実施 
・ 環境省のホームページを PR 
・ 特に利用しない 
 

Q-7 貴社では、モデル事業により得られた実証結果を、技術改良や新技術の開発等に、ど

のように活用していますか、あるいは今後、どのように活用していきますか。できるだけ

具体的にご記入ください。 

【主な内容】 
・ 設計負荷の許容判断の基礎データとして活用 
・ 改良すべき技術課題が見つかった 
・ 関連商品の開発につなげる 
・ 自社内技術検証手法へのとりいれ 
・ 特に活用していない 
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Ｂ．モデル事業の実施方法・体制についてお伺いします。 
 
Q-8 貴社では、モデル事業の実施方法や実施体制について、どのようにお考えですか。 

44.8%

20.7%

10.3%

20.7%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に大きな問題はなく、今のままでよい
(13)

問題はあるものの、今のままでもよい
(6)

問題があり、改善すべきである (3)

よくわからない (6)

その他 (0)

無回答 (1)

（本年度） 

21.4%

35.7%

28.6%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特に大きな問題はなく、今のままでよい

(3)
問題はあるものの、今のままでもよい

(5)

問題があり、改善すべきである (4)

よくわからない (2)

その他 (0)

無回答 (0)

（昨年度） 

 
Q-9 ［Q-8 にて“２，３”と回答された方にお伺いします］貴社で、モデル事業の実施方法や実

施体制の問題点だとお考えの点がありますか。問題点の内容や理由、問題を改善する

ために講じるべき対策などについて、できるだけ具体的にお答えください。 

【主な内容】 
・ 有機性排水処理技術分野では、処理技術に応じてもっと様々な評価方法が検討されるべき 
・ 技術の公募の時期から検証開始までの時期が短い。技術開発者と検証機関との協議期間をと

れるようスケジュールの前倒しを検討願いたい。 
・ 実証試験は、実験室での試験の他、フィールドでの実使用状態での試験も必要 
・ 運搬撤去費を全額持つといっておきながら、終わると予算がないといって半分に削られた。 
・ 環境省で推奨できる装置であるかどうかの評価基準を設けるべきである。 
・ 県の指示により立会い、改善等で費用がかさんだ。 
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Ｃ．モデル事業のこれからの進め方についてお伺いします。 
 
Q-10 環境省では、平成 16 年度モデル事業により得られた実証試験結果を広く周知するため、

①モデル事業のホームページへの実証試験結果報告書の掲載、②実証試験結果報告

書の概要を一覧的に紹介するパンフレットの作成を行っています。貴社では、これらの

実証試験結果の公表方法について、どのようにお考えでしょうか。 

34.5%

44.8%

6.9%

6.9%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の公表方法で十分である (10)

現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫
が必要な点もある (13)

現在の公表方法では不十分である (2)

わからない (2)

無回答 (2)

（本年度） 

28.6%

64.3%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100

%

現在の公表方法で十分である (4)

現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫が

必要な点もある (9)

現在の公表方法では不十分である (0)

わからない (1)

無回答 (0)

（昨年度） 

【理由：主な内容】 
◆ 「現在の公表方法で十分である」と回答 
・ ホームページに情報が載っているため、アクセスしやすい 
・ 概要版は配布しやすく良い 
◆ 「現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫が必要な点もある」と回答 
・ 評価の度合いに応じた製品の推奨・認定をしてもらいたい。 
・ 環境省のホームページから環境技術実証モデルのホームページへリンクが無い（もしくはわかり

にくい） 
・ 予備知識のない人が見ても、わかりやすい掲載内容にして欲しい.。 
◆ 「現在の公表方法では不十分である」と回答 
・ 興味を持つエンドユーザーに実証モデル事業そのものが広くは知られていないように感じる。 
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Q-11 環境省では、モデル事業を一般に広く普及させることを目的とする「環境技術実証モデ

ル事業ロゴマーク」を定めています。このロゴマークは、モデル事業を一般に紹介するた

めに使用できるほか、実証済み技術の紹介等のために使用することができます。貴社で

は、ロゴマークの利用について、どのようにお考えでしょうか。 

58.6%

6.9%

27.6%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ロゴマークの利用を予定している
(17)

ロゴマークの利用は予定していない
(2)

わからない・決まっていない (8)

無回答 (2)

（本年度） 

【理由：主な内容】 
◆ 「ロゴマークの利用を予定している」と回答 
・ 公的機関との実証を行った事を営業面、技術面で活用できるから 
・ カタログ等で使用予定 
・ 積極的に使用していきたい、是非活用したい 
・ 酸化エチレン処理技術の場合、実証試験対象の減菌器が東京都条例の対象にならない小型

減菌器となってしまったため、実際に需要の多い中・大型の減菌器対応の処理装置にはロゴマ

ークが適応できない。このため、実証の技術を用いたスケールアップ品での使用を検討して欲し

い。（弊社の場合、モデル事業の販売促進への効果が大幅に向上すると思われる。） 
◆ 「ロゴマークの利用は予定していない」と回答 
・ ロゴマークがあることを知らなかった 
・ ロゴマークの効果はあまりないと考えている 
◆ 「わからない・決まっていない」と回答 
・ 効果が分からないため 
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Q-12 環境省では、モデル事業終了後の手数料徴収体制での事業の継続的実施に向け、実

証に要する費用の負担について検討を進めています。貴社では、実証試験にかかる費

用を負担するとして、どの程度なら負担可能だと思いますか。今回、実施したモデル事

業での試験に対して、費用を支払うとしたら、いくらぐらいまで支払えるのかをお教えくだ

さい。 

     注）手数料徴収体制において、実証試験実施に係る実費（実証機関に発生する測定・分

析等の費用、人件費、消耗品費及び旅費）は手数料として申請者が負担することとな

っています。 

6.9%

34.5%

13.8%

10.3%

6.9%

6.9%

13.8%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300～500万円程度なら負担可能（2）

100～300万円未満程度なら負担可能（10）

50～100万円未満程度なら負担可能（4）

20～50万円未満程度なら負担可能（3）

20万円未満程度なら負担可能（2）
設備設置費等を負担しておりこれ以上の負担

は困難（2）
一概に回答できず（4）

無回答（2）

（本年度） 

28.6%

14.3%

7.1%

28.6%

14.3%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100

%

100～300万円未満程度なら負担可能 (4)

50～100万円未満程度なら負担可能 (0)

20～50万円未満程度なら負担可能 (2)

20万円未満なら負担可能 (1)

設置費用等を既に負担しており、これ以上の負担

は困難 (4)

その他 (2)

無回答 (1)

（昨年度） 
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Q-13 モデル期間（H15-19）後の本事業の継続的実施においては、実証費用を原則申請者負
担とする一方で、費用負担を軽減するための助成等の支援制度を設けることが考えら

れます。この支援制度について、どのようにお考えなりますか。 

【主な内容】 
・ 全体の半額の支援をすべき 
・ 全体の 2/3の支援をすべき 
・ 環境省が実証試験を続行すべき 
・ できるだけの支援をお願いしたい」 
・ 革新的な技術には全額支援をするなど、技術の内容によって、支援レベルを変えるべき 
・ 山岳トイレについてヘリコプターの費用全額。成績がよければそのまま採用していただきたい。 
・ 実証に必要な備品まで、支援の対象を拡大すべき 
・ 実証試験に関わる費用（人件費、交通費、輸送費、消耗品費など）の支援もすべき 
・ 中小の零細企業に対しては支援をすべき 
・ 支援制度を受ける場合の書類提出は、実証試験申請書を流用するなど、負担の少ないものに

してほしい 
 

 

Q-14 その他、モデル事業、あるいはモデル事業後の本事業の継続的実施に対して、ご意見、

ご要望がございましたら、自由にお答え下さい。 

【主な内容】 
・ 有機性排水は小規模事業向けとなっているが、小規模に限定する必要はない 
・ 分野を拡大していくべき 
・ 実証済商品の今後の販売実績の調査と販売の為の何らかの支援がほしい 
・ モデル事業は事業者が全額負担をすべき 
・ 計画・検討段階から、各種条件に対応できる機種選定をすればコストダウンにもつながる 
・ 山岳トイレのエリアを自然公園域に迄拡大すれば、参加企業が増える 
・ 国が率先して実証技術の普及、導入に励むべき 
・ 装置基準を作成し「評価基準達成」や自動車排ガス星マークのようなランク分けなどで表示する

など実証試験受験の意味合いを大きくしてほしい 
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『環境技術実証モデル事業』に関するフォローアップ調査 

（実証機関向け調査） 
 
 

集計結果 報告 

 
 
 
 
 

回収状況 
・ 発送：１５件 
・ 回収：１５件 
・ 実証対象技術分野：下図のとおり 
※酸化エチレン、ＶＯＣ処理技術分野は同一の回答者であるため、まとめている。 

6.7%

33.3%

33.3%

20.0%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

酸化エチレン処理技術分野・VOC処理技術分
野（1）

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野
（5）

山岳トイレ分野（5）

化学物質に関する簡易モニタリング技術分野
（3）

ヒートアイランド対策技術分野（1）
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Ａ．環境技術実証モデル事業（以下、「モデル事業」）で得られた成果について、お伺いします。 
 
Q-1 貴団体では、モデル事業の実証機関となることで、期待通りの成果が得られましたか。 

 

46.7%

53.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期待通りに、十分な成果を得ることができた
(7)

期待通りではないが、ほぼ成果を得ることが
できた (8)

期待通りではなく、十分な成果が得られたと
は言えない (0)

成果があったとも無かったとも言えない・わか
らない (0)

無回答 (0)

（本年度） 

60.0%

20.0%

0.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期待通りに、十分な成果を得ることができた
(3)

期待通りではないが、ほぼ成果を得ることが
できた (1)

期待通りではなく、十分な成果が得られたと
は言えない (0)

成果があったとも無かったとも言えない・わか
らない (1)

無回答 (0)

（昨年度） 

【理由：主な内容】（本年度） 
・ 職員の技術的向上が図られた。 
・ 当該システムの処理性能だけでなく、周辺環境への影響、利用者にとっての快適性等、様々な

観点から客観的な検証を行なうことが出来た。 
・ 今年度の「化学物質に関する簡易モニタリング技術」実証事業への開発者の応募件数が予想

よりも少なかった点は、期待通りとは言えない。 
・ システムの改善点が明らかとなり、実証申請者の協力を得て、改善策を実施することができたこ

とで今後末永く施設を維持していく技術的な見通しがたった。 
・ 民間企業と連携する良い機会となり、研究への応用を検討している。 
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Q-2 貴団体では、モデル事業の実証機関となることで（モデル事業を実施することで）、具体

的にどのような成果がありましたか。 

 

13.3%

80.0%

20.0%

46.7%

46.7%

13.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

モデル事業で実証されることにより、実証技術の普及・購入が進んだ (2)

モデル事業で実証されることにより、開発者等が技術の特徴や改善点を

知ることができ、技術の改善が促された (12)

環境技術の開発者に対して、環境技術の適正な開発や販売促進等に関す

る支援施策を進める上での知見やノウハウを得ることができた (3)

環境技術のユーザーに対して、環境技術の調達に関する指導や情報提供

等を行う上での知見やノウハウを得ることができた (7)

行政が自ら環境技術を行う際の、技術評価の基準や方法等について、知

見やノウハウを得ることができた (7)

その他 (2)

無回答 (0)

（本年度） 

20.0%

40.0%

0.0%

60.0%

60.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

モデル事業で実証されることにより、実証技術の普及・購入が進ん
だ (1)

モデル事業で実証されることにより、開発者等が技術の特徴や改
善点を知ることができ、技術の改善が促された (2)

環境技術の開発者に対して、環境技術の適正な開発や販売促進
等に関する支援施策を進める上での知見やノウハウを得ることがで
環境技術のユーザーに対して、環境技術の調達に関する指導や情
報提供等を行う上での知見やノウハウを得ることができた (3)

行政が自ら環境技術を行う際の、技術評価の基準や方法等につい
て、知見やノウハウを得ることができた (3)

その他 (0)

無回答 (0)

（昨年度） 
【理由：主な内容】（本年度） 
・ 実証試験計画を策定することにより、環境技術の客観的評価を養うことができた。 
・ 実証試験を通じ、環境技術の特徴や改善点が把握できた。 
・ 実証試験報告書を作成することにより、環境技術の評価方法がわかった。 
・ モデル事業を実施したことで、既に導入されている技術の処理性能を含む様々なデータが得ら

れ、技術の特性を知ることが出来た。 
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Ｂ．モデル事業で得られた成果の情報発信等について、お伺いします。 
 
Q-3 環境省では、平成 16 年度モデル事業により得られた実証試験結果を広く周知するため、

①モデル事業のホームページへの実証試験結果報告書の掲載、②実証試験結果報告

書の概要を一覧的に紹介するパンフレットの作成を行っています。貴団体では、これら

の実証試験結果の公表方法について、どのようにお考えでしょうか。 

26.7%

66.7%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の公表方法で十分である (4)

現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫
が必要な点もある (10)

現在の公表方法では不十分である (1)

わからない (0)

無回答 (0)

（本年度） 

60.0%

40.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の公表方法で十分である (3)

現在の公表方法でよいが、さらに改善や工夫
が必要な点もある (2)

現在の公表方法では不十分である (0)

わからない (0)

無回答 (0)

（昨年度） 

【理由：主な内容】（本年度） 
・ 山岳トイレの場合、一番の利用者である山小屋事業者により分かり易く周知する方法がある。 
・ 良好な実証結果が得られたにもかかわらず、普及・購入が進まない技術については、その原因

を調査し、ユーザーに実証結果が周知されていない場合は、改善・工夫を行う必要がある。 
・ ホームページへの掲載やパンフレット作成以外にも、学会等での紹介も行われているが、後者

については啓発の場としてもっと利用する余地がある。 
・ 県内の排水処理関連企業でも実証モデル事業を知らない事業者が多数存在する。ユーザーと

なる事業者については、更に情報が届いていない。 
・ 事業の周知としては国による実施が効果的であり、定期的に、環境省主催で分野ごとの報告会

が実施できないか。 
・ 複数年度実施した分野については、年度別ものもだけでなく、実施機関を通じてまとめたものや

技術の特徴毎に分類したものなど、その紹介の仕方についても検討してはどうか。 
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Q-4 貴団体では、環境省の取り組み以外に、平成 16 年度モデル事業により得られた実証試

験結果の普及するための、独自の情報発信等を行いましたか。 

60.0%

20.0%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

独自の情報発信等を行った (9)

独自の情報発信等を行っていないが、今後行
う予定である（検討中である） (3)

独自の情報発信等を行っていなく、今後も行う
予定はない (3)

無回答 (0)

（本年度） 

60.0%

0.0%

40.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

独自の情報発信等を行った (3)

独自の情報発信等を行っていないが、今後行
う予定である（検討中である） (0)

独自の情報発信等を行っていなく、今後も行う
予定はない (2)

無回答 (0)

（昨年度） 

【主な内容】（本年度） 
・ 技術実証委員会を公開し実証試験結果を公表した。 
・ 実証試験結果（概要版）を県の出先機関、実証試験実施協力者などに広く配布した。 
・ 実証を行うにあたって得られた研究・技術的情報を、学会等に対し論文や技術報告等の形で発

信を予定している。 
・ 関係研究部のホームページへの結果の掲載 
・ 環境関連産業団体の講演会で有機性排水処理技術分野を中心に実証モデル事業の紹介、実

証試験結果の紹介を行なった。 
・ 県政記者クラブに資料提供を行うと共に、当センターホームページにも掲載した。 
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Ｃ．モデル事業の実施における費用負担のあり方について、お伺いします。 
 
Q-5 貴団体が平成 16 年度モデル事業の実証機関として実施するのに要した費用はいくらで

したか。項目ごとに要した金額をお答え下さい。精算額として、おおよそで結構です。 

【構成比】 

● 酸化エチレン処理技術分野 

酸化エチレン処理技術分野

試験費
5,197千円

事務費
304千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等

酸化エチレン処理技術分野

試験費
4,847千円

事務費
154千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等  
（本年度 N=1）                （昨年度 N=1） 

 

● 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野

試験費
9,825千円

事務費
1,823千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野

試験費
12,354千円

事務費
1,756千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等  
（本年度 N=5）                （昨年度 N=3） 
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● 山岳トイレ技術分野 

山岳トイレ技術分野

事務費
1,240千円

試験費
6,443千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等

山岳トイレ技術分野

事務費
5,838千円

試験費
1,134千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等  
（本年度 N=5）                （昨年度 N=1） 

 

● 化学物質に関する簡易モニタリング技術分野 

化学物質に関する簡易モニタリング技術分野

試験費
4,170千円

事務費
1,164千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等
（本年度 N=3） 
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● ヒートアイランド対策技術分野 

ヒートアイランド対策技術分野

事務費
860千円

試験費
10,220千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等
（本年度 N=1） 

 

● VOC 処理技術分野 

VOC処理技術分野

試験費
5,705千円

事務費
796千円

実証試験実費 報告書作成実費 職員人件費 消耗品費

その他雑費等 諸謝金 旅費 会議費

職員人件費 印刷製本費 その他雑費等
（本年度 N=1） 
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【見積と積算が異なる理由：主な内容】（本年度） 
・ 実証試験場所に一般の交通機関が通っていないことなどの原因で、測定器の設置、データ収

集、委員の現地見学等に非常に費用と時間がかかり、結果として分析および分析のための人

件費以上に現地調査費用が掛かった。「山岳トイレ技術分野」は、多くの試験場所でアクセスが

悪く、必然的に人件費が高くなるが、そのコストを確保することがむずかしく、今後その問題に関

する理解と支援が求められる。 
・ 分析・測定等の費用のうち外部委託費については、３社による見積もり合せの結果、減額となっ

た。 
・ 報告書を増刷することとしたため、印刷製本費が増額となった。 

 
Q-6 環境省では、モデル事業終了後の手数料徴収体制での事業の継続的実施に向け、実

証に要する費用の負担について検討を進めています。今回、実施したモデル事業での

試験に対して、手数料徴収体制における手数料として、貴団体ではどの程度の額が必

要になるとお考えですか。 

 

分野 平均(万円) 最高(万円) 最低(万円)

酸化エチレン処理技術分野※1 390.0 － －

小規模事業場向け有機性排水処理技術 458.5 542.9 328.0
山岳トイレ技術分野 318.3 440.0 150.0
化学物質に関する簡易モニタリング技術分野 180.0 240.0 100.0
ヒートアイランド対策技術分野 100.0 － －

VOC 処理技術分野※2 275.0 － －

※1 ２件目以降は 52.7 万円で可能とのこと 

※2 ２件目以降は 72.9 万円で可能とのこと 
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Q-7 モデル事業後の本事業の継続的実施においては、実証費用を原則申請者負担とする

一方で、費用負担を軽減するための助成等の支援制度を設けることが考えられます。こ

の支援制度について、どのようにお考えですか。最も近い考えを下記から選んでくださ

い。 

53.3%

33.3%

13.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべての申請企業に対する支援制度が必要
である (8)

中小企業等の一部の申請企業に対する支援
制度が必要である (5)

申請企業に対する支援制度は必要でない (2)

その他 (0)

無回答 (0)

（本年度） 

0.0%

60.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すべての申請企業に対する支援制度が必要
である (0)

中小企業等の一部の申請企業に対する支援
制度が必要である (3)

申請企業に対する支援制度は必要でない (1)

その他 (1)

無回答 (0)

（昨年度） 

【理由：主な内容】（本年度） 
◆ 「すべての申請企業に対する支援制度が必要である」と回答 
・ 実証試験実施に係る実費を明らかにして、その額の何割を助成するといった別組織での支援

制度が必要である。 
・ 技術の普及を図るには、事業者が申請しやすい環境を確保する必要があり、50万円程度を事
業者負担の限度として助成する必要がある。 

◆ 「中小企業等の一部の申請企業に対する支援制度が必要である」と回答 
・ 全ての申請企業を対象とした場合には、大企業や実際の製品開発に関与していない資材商社

等の参入も想定されるため、新技術開発に奮闘する中小企業等を対象とした支援に限定すべ

きであると考える。 
・ 実証試験に対する補助は必要でないと考えるが、中小企業を対象に試験結果が優秀な場合に

顕彰する制度を設け、環境課題を克服する画期的な先進技術に対して、申請企業の普及活動

経費として、実証試験経費に見合う奨励費を授与してはどうか。 
◆ 「申請企業に対する支援制度は必要でない」と回答 
・ 本来全額申請者負担が原則である。 
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Ｄ．モデル事業の実施方法・体制等について、お伺いします。 
 
Q-8 貴団体では、実証試験の実施や実証試験結果報告書の作成等にあたり、効率性の向

上や公正性・公平性の担保等のために留意したこと、工夫したことはありましたか。 

60.0%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

留意したこと、工夫したことがある
(9)

留意したこと、工夫したことがない
(6)

その他 (0)

無回答 (0)

（本年度） 

80.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

留意したこと、工夫したことがある
(4)

留意したこと、工夫したことがない
(1)

その他 (0)

無回答 (0)

（昨年度） 

【主な内容】（本年度） 
・ 他の実証機関と連携して箱ひげ図などの作成ソフトの統一化を図った。 
・ 効率性の向上に関しては、計画書や報告書のフォーマットを実証機関間で統一し、技術実証委

員会についても一本化した。公正性・公平性の担保に関しては、品質管理や内部監査を GLP
の手法に準じて実施した。 

 
Q-9 環境省では、モデル事業を一般に広く普及させるとともに、申請者が実証を受けるベネ

フィットを増大させるための方策を検討しています。貴団体においては、このような方策

についてどのようにお考えになりますか。 

 
【主な内容】（本年度） 
・ 実証技術の有用性が十分に確認できれば、公定法または推奨法として行政施策に採用する。 
・ 実証対象技術の分野別または合同での発表会を開催する。 
・ 実証試験は認証ではないことからベネフィットについては慎重に考慮するべきと考える。 
・ ロゴマークはベネフィット増大につながるものだと考える。 
・ EC規則（1993）「環境管理及び環境監査要綱」付属書Ⅳ本要綱参加の声明書のように、ロゴ
マークと共に、内容が簡潔に分かるような記載をしたほうが分かり易く効果的である。 
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Q-10 環境省では、モデル事業、及びモデル期間（H15-19）後の本事業の継続的実施につい
て、次のＡ～Ｂに示すような改善策を検討しています。Ａ～Ｂの各々について、貴団体の

お考えに該当する番号に各々１つだけ○印をつけてください。 

 
Ａ．技術分野が増えてくると、実証要領等の検討を行うワーキンググループを実証分野ごとに設置す

ることが困難となるため、１つのワーキンググループで複数技術分野が扱えるようにする。 

60.0%

13.3%

26.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (9)

実施すべきではない (2)

どちらとも言えない／わからない
(4)

無回答 (0)

（本年度） 

※昨年度は異なる問題であった 
【理由：主な内容】（本年度） 
◆ 「是非実施すべきである」と回答 
・ 効率的であり、幅広く周知されるので良いと考える。 
◆ 「実施すべきではない」と回答 
・ 現在でもワーキングでの作業量が多いので、複数技術分野を扱った場合に議論などがスムー

ズに進められるか疑問である。 
◆ 「どちらとも言えない／わからない」と回答 
・ 技術分野別に設置する方がワーキンググループの人材確保・審議の効率化の面から有利であ

る。また、複数技術分野対象では、専門的な意見の集約が困難になる。 
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Ｂ．本事業では、既に類似の制度が存在する分野は対象外としているが、類似制度についても本事業

と一体化し、実証要領等の統一等を図る 

46.7%

6.7%

46.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (7)

実施すべきではない (1)

どちらとも言えない／わからない
(7)

無回答 (0)

（本年度） 

40.0%

0.0%

60.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非実施すべきである (2)

実施すべきではない (0)

どちらとも言えない／わからない
(3)

無回答 (0)

（昨年度） 

【理由：主な内容】（本年度） 
◆ 「是非実施すべきである」と回答 
・ 実証事業も試験方法が確立され、実証試験場所の特定情報が蓄積されれば、認定に近い試験

も可能となる技術分野も出てくると思われる。実証と認定の定義を整理し、類似の制度と一本化

することができれば、システム全体の知名度も上がり環境技術の開発・普及を促進できる。 
◆ 「どちらとも言えない／わからない」と回答 
・ 業務の重複をなくすことは、効率化を図る上で不可欠である。しかし、環境技術の向上の視点

からは競合により切磋琢磨も必要である。 
・ 制度の一元化は困難と思うが、各種技術分野に取り組む環境技術開発者に対しては、他制度

の試験要領等を整理して総括的に情報提供することが必要。 
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Q-11 その他、モデル事業、あるいはモデル事業後の本事業の継続的実施に対して、ご意見、

ご要望がございましたら、自由にお答え下さい。 

【主な内容】（本年度） 
・ 実証試験要領では、水質に関する最低採取頻度が定められており、この要領を満たすために

は、相当額の手数料が必要となる。このような状態で公募を行っても応募があるかどうか。 
・ 実証機関の公募・選定は、環境省・分野別WGで行うが、対象技術の公募・選定は実証機関・
技術実証委員会が行うこととなっている。よって、実証機関が決まっても対象技術が決まらない

可能性が有るので、現段階の環境省の考え方をパブリックコメントにより、広く意見を募集し、環

境技術開発者の意見を求めることが重要である。 
・ 環境技術開発者が手数料を負担するとなると環境技術開発者側の意見も取り入れるような実

証試験要領の見直しが必要である。 
・ 実証試験結果報告書の概要でおおむねの試験結果がわかるので、まず、このような結果を取り

まとめることで、環境技術開発者がどのくらいまで負担できるか調査し、それに応じた実証試験

要領を今後変更することも必要であると考える。 
・ 本事業は、継続＝情報更新・蓄積されることで、環境技術の開発と普及を促進できる。また、新

たな技術開発及び環境問題未然防止に有用な実証試験場所の詳細な情報を得ることもでき

る。 
・ 手数料徴収等の、制度上の問題も発生するが本事業の継続実施を要望する。 
・ 予算執行、手数料の高額化等の問題が生じると思われるが、技術分野によっては、複数年の

実証期間を設ける必要もあるのではないか。 
・ 「山岳トイレ技術分野」の調査は、他の分野以上に時間的制約、地理的制約、費用の制約があ

る。そのため、モデル事業の継続的実施は、技術の普及に非常に貴重で効果的である。また、

今後実施される実証試験および、既に行われている実証試験のフォローアップ調査に対する中

長期的な支援制度の確立が期待される。 
・ 実証方法を普及させ、技術保持者自身が実証できる体制も考慮すべき。（要領で、実証方法と

記載すべき項目のみ定める JIS的な方法や試験装置や計測結果について証明する計量検定
のような仕組みづくりなど） 

・ ヒートアイランド対策技術（ヒートアイランド現象を緩和する材料）など、都市型の環境課題の克

服に役立つ分野を積極的に取り上げてほしい。 
 
 


